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(57)【要約】
　本発明は、体積ホログラム層と部分不透明層とを備え
る多層体に関する。部分不透明層は、体積ホログラム層
の面に配置され、第１エリアに存在し、第２エリアに存
在しない。更に、本発明は、多層体、並びに、多層体を
備えるセキュリティエレメント及びセキュリティドキュ
メントの製造方法に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体積ホログラム層と、部分不透明層とを備え、
　前記部分不透明層は、前記体積ホログラム層の面に配置され、第１エリアに存在し、第
２エリアに存在しないことを特徴とする多層体。
【請求項２】
　前記多層体は、装飾プライを備え、
　前記部分不透明層は、前記体積ホログラム層と前記装飾プライとの間に配置されている
ことを特徴とする請求項１に記載の多層体。
【請求項３】
　前記不透明層は、ＣＩＥＬＡＢ色空間において０～５０、好ましくは０～３０の輝度Ｌ
*を有することを特徴とする請求項１又は２に記載の多層体。
【請求項４】
　前記不透明層の前記第１エリアは、前記体積ホログラム層の１％～９９％、好ましくは
５０％～９５％を覆うことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の多層体。
【請求項５】
　前記不透明層は、少なくとも１つの染料、顔料、又は、効果顔料を備えることを特徴と
する請求項１～４のいずれか１項に記載の多層体。
【請求項６】
　前記不透明層は、熱可塑性ニスを備えることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項
に記載の多層体。
【請求項７】
　前記不透明層は、１μｍ～５μｍ、好ましくは１μｍ～３μｍの厚さを有することを特
徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の多層体。
【請求項８】
　前記第１及び／又は第２のエリアは、少なくともグラフィックエレメント、特に、モチ
ーフ、イメージ、シンボル、ロゴ、及び／又は、英数字を形成することを特徴とする請求
項１～７のいずれか１項に記載の多層体。
【請求項９】
　前記グラフックエレメントは、エンドレスモチーフ及び／又は個別のイメージモチーフ
を備えることを特徴とする請求項８に記載の多層体。
【請求項１０】
　前記グラフィックエレメントは、前記体積ホログラム層のグラフィックエレメントに対
して配置されていることを特徴とする請求項８又は９に記載の多層体。
【請求項１１】
　前記体積ホログラム層は、ＵＶ硬化フォトポリマーから形成されていることを特徴とす
る請求項１～１０のいずれか１項に記載の多層体。
【請求項１２】
　前記体積ホログラム層は、５μｍ～１００μｍ、好ましくは１５μｍ～２５μｍの厚さ
を有することを特徴とする請求項１～１１のいずれか１項に記載の多層体。
【請求項１３】
　シーリングワックス層は、前記体積ホログラム層と前記部分不透明層との間に配置され
ていることを特徴とする請求項１～１２のいずれか１項に記載の多層体。
【請求項１４】
　前記シーリングワックス層は、ＵＶ硬化ニスから形成され、前記シーリングワックス層
の屈折率は、前記体積ホログラム層の屈折率と最大で０．２異なることを特徴とする請求
項１３に記載の多層体。
【請求項１５】
　前記装飾プライは、透明なカラーニス層を備えることを特徴とする請求項２～１４のい
ずれか１項に記載の多層体。
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【請求項１６】
　前記カラーニス層は、少なくとも１つの染料、顔料、効果顔料、薄膜システム、及び／
又は、コレステリック液晶システムを備えることを特徴とする請求項１５に記載の多層体
。
【請求項１７】
　前記カラーニス層及び／又は前記不透明層は、前記体積ホログラム層の基調色に対する
補色に着色されていることを特徴とする請求項１～１６のいずれか１項に記載の多層体。
【請求項１８】
　前記装飾プライは、特に、熱可塑性又はＵＶ硬化ニスからなる複製層であるか、あるい
は当該複製層を備え、前記複製層は表面レリーフを備えることを特徴とする請求項２～１
７のいずれか１項に記載の多層体。
【請求項１９】
　前記表面レリーフは、回折格子、ホログラム、ブレーズド格子、線形格子、交差格子、
六角格子、非対称又は対称格子構造、逆反射構造、マイクロレンズ、マイクロプリズム、
０次回折構造、モスアイ構造、又は、等方性又は異方性マット構造からなる群、又は、こ
れらのレリーフ構造の２以上の重ね合わせ又は組み合わせから選択される１以上のレリー
フ構造を備えること特徴とする請求項１８に記載の多層体。
【請求項２０】
　前記複製層は、１μｍ～５μｍ、好ましくは１μｍ～５μｍの厚さを有することを特徴
とする請求項１８又は１９に記載の多層体。
【請求項２１】
　前記装飾プライは、反射層を備えることを特徴とする請求項２～２０のいずれか１項に
記載の多層体。
【請求項２２】
　前記反射層は金属層として形成され、前記金属層は、好ましくは、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ、
又は、これらの合金からなることを特徴とする請求項２１に記載の多層体。
【請求項２３】
　前記反射層は、特に、ＺｎＳ、ＴｉＯ２、又は、ＺｒＯ２からなるＨＲＩ（高屈折率）
層として形成されることを特徴とする請求項２１に記載の多層体。
【請求項２４】
　前記反射層は、５ｎｍ～１００ｎｍ、好ましくは１０ｎｍ～５０ｎｍの厚さを有するこ
とを特徴とする請求項２１～２３のいずれか１項に記載の多層体。
【請求項２５】
　前記多層体は、前記多層体の外表面を形成する接着層を備えることを特徴とする請求項
１～２４のいずれか１項に記載の多層体。
【請求項２６】
　前記接着層は、０．５μｍ～１５μｍ、好ましくは１μｍ～８μｍの厚さを有すること
を特徴とする請求項２５に記載の多層体。
【請求項２７】
　前記多層体は、前記体積ホログラム層が塗布される基板を備えることを特徴とする請求
項１～２６のいずれか１項に記載の多層体。
【請求項２８】
　前記基板は、特に、ＰＥＴ、ＰＥＮ、又は、ＢＯＰＰからなるキャリアプライを備え、
前記キャリアプライは、前記体積ホログラム層と反対側の基板の面に配置されていること
を特徴とする請求項２７に記載の多層体。
【請求項２９】
　前記キャリアプライは、６μｍ～５０μｍ、好ましくは１２μｍ～５０μｍの厚さを有
することを特徴とする請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記基板は、ＵＶ硬化ニス、ＰＶＣ、ポリエステル、又は、アクリレートからなる保護
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層を備え、前記保護層は、前記キャリアプライと前記体積ホログラム層との間に配置され
ていることを特徴とする請求項２８又は２９に記載の多層体。
【請求項３１】
　前記保護層は、０．５μｍ～１０μｍ、好ましくは２μｍ～５μｍの厚さを有すること
を特徴とする請求項３０に記載の多層体。
【請求項３２】
　前記基板は、特に、強膜アクリレートからなる剥離層を備え、前記剥離層は、キャリア
プライと保護層との間に配置されていることを特徴とする請求項３０又は３１に記載の多
層体。
【請求項３３】
　前記剥離層は、１００ｎｍ～２μｍ、好ましくは５００ｎｍ～１μｍの厚さを有するこ
とを特徴とする請求項３２に記載の多層体。
【請求項３４】
　前記基板は、特に、ＵＶ架橋結合モノマーの混合物からなる接着促進層を備え、前記接
着促進層は、前記体積ホログラム層と前記保護層との間に配置されていることを特徴とす
る請求項２８～３３のいずれか１項に記載の多層体。
【請求項３５】
　前記接着促進層は、０．１μｍ～３μｍ、好ましくは０．５μｍ～２μｍの厚さを有す
ることを特徴とする請求項３４に記載の多層体。
【請求項３６】
　特に、請求項１～３５のいずれか１項に記載の多層体の製造方法であって、
　体積ホログラム層を設け、
　前記体積ホログラム層の面に部分不透明層を塗布し、
　前記部分不透明層は第１エリアに塗布され、第２エリアに塗布されないことを特徴とす
る製造方法。
【請求項３７】
　更なる製造ステップにおいて、装飾プライが前記体積ホログラム層と反対側の前記部分
不透明層の面に塗布されていることを特徴とする請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　前記部分不透明層及び／又は前記装飾プライは、スプレー、成形、ドクターブレード、
印刷、転写、又は、積層により塗布されることを特徴とする請求項３６又は３７に記載の
方法。
【請求項３９】
　前記体積ホログラム層は、特に、汚し加工を用いた印刷により塗布されることを特徴と
する請求項３６～３８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４０】
　体積ホログラムは、特に、透過又は反射ホログラムを形成するホログラフィック印刷プ
ロセス及び／又は表面ホログラムを備える原盤を用いて、前記体積ホログラム層に組み込
まれることを特徴とする請求項３６～３９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４１】
　請求項１～３５のいずれか１項に記載の多層体を備えることを特徴とするセキュリティ
エレメント。
【請求項４２】
　請求項４１に記載のセキュリティエレメントを備えることを特徴とするセキュリティド
キュメント、特に、身元証明書類、パスポート、査証、運転免許証、クレジットカード、
紙幣。
【請求項４３】
　前記セキュリティドキュメントは、前記セキュリティエレメントが塗布されている装飾
プライを有する基板を備えることを特徴とする請求項４２に記載のキュリティドキュメン
ト。
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【請求項４４】
　前記セキュリティドキュメントの前記装飾プライは、透明カラーニス層であることを特
徴とする請求項４３に記載のセキュリティドキュメント。
【請求項４５】
　前記カラーニス層は、少なくとも１つの染料、顔料、効果顔料、薄膜システム、及び／
又は、コレステリック液晶システムを備えることを特徴とする請求項４４に記載のセキュ
リティドキュメント。
【請求項４６】
　前記カラーニス層は、前記セキュリティエレメントの前記体積ホログラム層の基調色に
対する補色に着色されていることを特徴とする請求項４４又は４５に記載のセキュリティ
ドキュメント。
【請求項４７】
　前記セキュリティドキュメントの前記装飾プライは、熱可塑性、又は、ＵＶ硬化ニスか
らなる複製層であるか、あるいは当該複製層を備え、前記複製層は表面レリーフを備える
ことを特徴とする請求項４３～４６のいずれか１項に記載のセキュリティドキュメント。
【請求項４８】
　前記表面レリーフは、回折格子、ホログラム、ブレーズド格子、線形格子、交差格子、
六角格子、非対称又は対称格子構造、逆反射構造、マイクロレンズ、マクロプリズム、０
次回折構造、モスアイ構造、又は、等方性又は異方性マット構造の群、又は、これらレリ
ーフ構造の２以上の重ね合わせ又は組み合わせから選択される１以上のレリーフ構造を備
えることを特徴とする請求項４７に記載のセキュリティドキュメント。
【請求項４９】
　前記複製層は、１μｍ～５μｍ、好ましくは１μｍ～５μｍの厚さを有することを特徴
とする請求項４８又は４９に記載のセキュリティドキュメント。
【請求項５０】
　前記セキュリティドキュメントの装飾プライは、反射層を備えることを特徴とする請求
項４３～４９のいずれか１項に記載のセキュリティドキュメント。
【請求項５１】
　前記反射層は、金属層として形成され、特に、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ、又は、これらの合金
からなることを特徴とする請求項５０に記載のセキュリティドキュメント。
【請求項５２】
　前記反射層は、ＨＲＩ（高屈折率）層として形成され、前記ＨＲＩ層は、特に、ＺｎＳ
、ＴｉＯ２、又は、ＺｒＯ２からなることを特徴とする請求項５０に記載のセキュリティ
ドキュメント。
【請求項５３】
　前記反射層は、５ｎｍ～１００ｎｍ、好ましくは１０ｎｍ～５０ｎｍの厚さを有するこ
とを特徴とする請求項５０～５２に記載のセキュリティドキュメント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多層体、多層体の製造方法、このような多層体を備えるセキュリティエレメ
ント、及び、このような種類のセキュリティエレメントを備えるセキュリティドキュメン
トに関する。　
【背景技術】
【０００２】
　ホログラムは、セキュリティエレメントとして使用され、紙幣、代替通貨、クレジット
カード、パスポート、又は、ＩＤドキュメント等のセキュリティドキュメント及びセキュ
リティ製品を保護する。大量生産品の場合、表面ホログラムが頻繁に用いられる。表面ホ
ログラムは、移動効果等の様々な光可変効果を達成することができ、高光度を特徴とする
。
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【０００３】
　表面ホログラムと対照的に、白色光ホログラムと呼ばれる体積ホログラムは、透明層の
内側のブラッグ平面での光回折に基づいている。体積ホログラムは、これにより、部分的
に異なる屈折率を有する。
【０００４】
　表面レリーフは、原盤として使用することができ、体積ホログラムを含む多層体を製造
する。原盤の表面は、直接又は透明光媒体を介して、体積ホログラムが配置される多層体
の感光層に接触する。原盤は感光層を介してコヒーレント光によって照射される。原盤に
照射された光と原盤により回折した光とを重ねることにより、干渉パターンが形成される
。干渉パターンは、体積ホログラムとして感光層に記録される。これにより、体積ホログ
ラムは、感光層に組み込まれ、硬化後、感光層に固定される。原盤の特定のデザインによ
り、２以上の別々の画像情報を感光層に組み込むことができる。
【０００５】
　体積ホログラムは、通常、光学効果である良好な視認性又は高輝度を保証するために、
高透明度を有し、暗い背景に塗布される。これは、このようなセキュリティエレメントが
塗布される基板に必要となる高価な準備作業を必要とする。　
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、改良多層体及びその製造方法を提供することである。更に、本発明の
目的は、このような多層体を備えるセキュリティエレメント及びセキュリティドキュメン
トを提供することである。　
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によると、この目的は請求項１、３６、４１、４２の主題により達成する。
【０００８】
　このような多層体は、体積ホログラム層と、部分不透明層とを備える。部分不透明層は
体積ホログラム層の１つの面に配置され、部分不透明層は第１エリアに存在し、第２エリ
アに存在しない。
【０００９】
　体積ホログラム層を設けるステップと、体積ホログラム層の面に部分不透明層を塗布す
るステップと、を有し、部分不透明層は、第１エリアに塗布され、第２エリアに塗布され
ない、方法により、このような多層体を得ることができる。
【００１０】
　この方法で得られた多層体は、セキュリティエレメントとして使用され、紙幣、証書、
身元確認書類、運転免許証、クレジットカード、パスポート、又は、査証等のセキュリテ
ィドキュメントを証明する。
【００１１】
　更に、多層体は、装飾プライを備えることが好ましい。部分不透明層は、装飾プライと
体積ホログラム層との間に配置されている。
【００１２】
　代わりに、又は、追加で、装飾プライをセキュリティドキュメントの基板に設けること
ができる。上記多層体に基づくセキュリティエレメントは、基板の装飾プライに塗布され
る。
【００１３】
　両方の場合において、各装飾プライは、同等な特性を有し、同じ光学効果を達成する。
従って、装飾プライの特性を以下に説明する場合、これは、多層体に組み込まれた装飾プ
ライと、多層体と別体のセキュリティドキュメントの基板に設けられた装飾プライとの両
方に関係する。
【００１４】
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　セキュリティエレメントを、例えば、ラミネートフィルム、エンボスフィルム、又は、
接着フィルムとすることができる。このフィルムにより、多層体を対象物に転写すること
ができる。ドキュメントへの組み込みのために、例えば、セキュリティストリップ、セキ
ュリティスレッド、又は、セキュリティ窓が用いられる。
【００１５】
　上記した通り、体積ホログラムを備える周知の多層体は、常に透明であり、光学効果で
ある有益な輝きのために、暗い背景に塗布される。その結果、基板への染色、印刷、コー
ティング等の高価な準備作業が必要となる。上記多層体の場合、このような準備作業は不
要になる。部分的な不透明層により、多層体の光学品質に悪影響を与えずに、このような
多層体を背景に塗布することができる。従って、背景の準備を省略することができ、その
結果、多層体の更なる処理が簡略化される。
【００１６】
　更に、多層体の構成要素、体積ホログラム、不透明層、及び、装飾層の相互作用は、偽
造を難しくし、又は、偽造の試みを難しくすることから、このような方法で得られたセキ
ュリティエレメントの偽造防止効果が向上する。
【００１７】
　エリアを連続的に形成することもでき、複数の非連続的な部分エリアから形成すること
もできる。
【００１８】
　不透明エリアは、観察者の目に見える光の透過率を有するエリアである。透過率は、４
０％未満、好ましくは３０％未満、更に好ましくは２０％未満である。
【００１９】
　透明エリアは、観察者の目に見える光の透過率を有するエリアである。透過率は、５０
％より大きく、好ましくは７０％より大きく、更に好ましくは８０％より大きい。
【００２０】
　不透明層は、ＣＩＥＬＡＢ色空間において輝度Ｌ＊を有することが好ましい。輝度Ｌ＊

は０～５０、好ましくは０～３０である。
【００２１】
　使用した不透明層の輝度Ｌ＊は、特に、ＣＩＥＬＡＢデータカラーＳＦ６００測定シス
テムにより決まる。測定システムは分光光度計に基づいている。ＣＩＥＬＡＢ式Ｌ＊ａ＊

ｂ＊による本体色の色差の比色定量では、値Ｌ＊は明／暗軸を示し、値ａ＊は赤／緑軸を
示し、値ｂ＊は黄／青軸を示す。従って、Ｌ＊ａ＊ｂ＊色空間は、３次元座標系として表
されている。Ｌ＊軸は、明るさを表し、０～１００の間の値から選択することができる。
【００２２】
　以下の条件に基づいてＬ＊の測定を行うことが好ましい。
　測定ジオメトリ：　ＤＩＮ５０３３及びＩＳＯ２４９６に従って拡散／８°
　測定開口径：　　　９ｍｍ
　スペクトル域：　　ＤＩＮ６１７４に従って３６０ｎｍ～７００ｎｍ
　スタンダード光源：Ｄ６５
【００２３】
　更に、不透明層の第１エリアが体積ホログラム層の１％～９９％、好ましくは５０％～
９５％を覆うことが好ましい。
【００２４】
　この被覆率は、面法線の方向で見て体積ホログラム層により広がる面エリアに関係する
。有益なエリアは実験に基づいて決定することができる。
【００２５】
　面被覆率が非常に高い場合は、デザイン応じて意味のある別の層の非常に小さいエリア
のみが見える。
【００２６】
　面被覆率が比較的低い場合は、別の層のより大きなエリアが見える。別の層の明るさ及
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び暗い層に対するコントラストに応じて、被覆率は他のデザインに意味を持つ。
【００２７】
　不透明層と装飾プライとの間のコントラストが非常に高い、即ち、装飾プライが比較的
明るく、且つ／あるいは強く反射する場合は、不透明層の面被覆率を高め、装飾プライに
より体積ホログラムの光学ブルーミングを制限することが有益である。
【００２８】
　不透明層と装飾プライとの間のコントラストが低い、即ち、装飾プライが比較的暗く且
つ／あるいは弱く反射する場合は、体積ホログラムの良好な視認性を可能にすることがで
きることから、不透明層の面被覆率を若干小さくすることができる。
【００２９】
　不透明層と装飾層とをまとめて特定のエリアで省略することができ、これらのエリアで
体積ホログラムを透明にし、基板（白紙又はプラスチック）の明るい背景を任意に視認可
能にする。例えば、特別な光学効果を得るために、これらの省略エリアにおける体積ホロ
グラムの光学効果を意図的に弱めることができるか、あるいは輝度を下げることができる
。特に、高輝度（暗い不透明層及び装飾プライ）を有する光学効果及び低輝度を有する光
学効果の直接隣接及び正確又は位置的に正確な存在は、特徴的且つ偽造が難しい光学印象
を生み出す。
【００３０】
　不透明層が存在しない不透明層の第２エリアで装飾プライを省略することができ、これ
らのエリアで基板が視認可能となる。すなわち、基板が体積ホログラムの背景を形成する
。例えば、基板が明るい、特に、白色、紙、又は、プラスチックの場合、体積ホログラム
の輝度が低下又は減少する。
【００３１】
　しかしながら、基板は既にカラー層又は他の装飾層を有する。これらの層は、不透明層
の第２エリア及び透明な体積ホログラムを介して、少なくとも部分的に視認可能であり、
同様に、体積ホログラムの背景を形成する。不透明層の第２エリアを介した基板の輝きに
より、特徴的且つ偽造の難しい光学効果をもたらすことができる。
【００３２】
　不透明層は、便宜上少なくとも１つの染料、顔料、又は、効果顔料を備える。
【００３３】
　所望の不透明度に加え、カラー効果を実現することができる。不透明層の構成要素を組
み合わせることにより、複雑な装飾を得る。複雑な装飾は模倣が難しく、高い偽造防止効
果を保証する。
【００３４】
　更に、不透明層が熱可塑性ニスを備えることが好適である。
【００３５】
　これは、不透明度を決める顔料及び／又は染料のためのマトリックスとして機能する。
【００３６】
　不透明層は、１μｍ～５μｍ、好ましくは１μｍ～３μｍの厚さを有することが好適で
ある。
【００３７】
　更に、第１及び／又は第２エリアが少なくともグラフィックエレメント、特に、モチー
フ、イメージ、シンボル、ロゴ、及び／又は、英数字を形成することが好ましい。
【００３８】
　グラフィックエレメントは、多層体の全体のデザインに寄与し、偽造防止効果を高める
。層の相対的な配置及び形成に応じて、このエレメントは、体積ホログラムと共に視認可
能となり、又は、観察角度に応じて単独で視認可能になる。
【００３９】
　グラフィックエレメントは、エンドレスモチーフ及び／又は個別のイメージモチーフを
備えることが好ましい。
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【００４０】
　グラフィックエレメントを体積ホログラム層のグラフィックエレメントに対して正確、
即ち、位置的に精度良く配置することができる。
【００４１】
　第２エリアにおける不透明層の開口は、連続エンドレスパターン、又は、個別のイメー
ジ装飾、又は、それらの組み合わせである。開口を体積ホログラムのモチーフに対して正
確、即ち、位置的に精度良く配置しても良い。
【００４２】
　同様に、体積ホログラムは、部分的に、連続エンドレスパターン、個別のイメージ装飾
、又は、それらの組み合わせを有することができる。
【００４３】
　例えば、２つのエンドレスデザインをランダムに重ね合わせることができ、２つのエン
ドレスデザインは、共通のエンドレスデザイン、例えば、リーフ及びフラワーを形成する
。重ね合わせは、正確に、即ち、正確な配置／位置で行うことができる。例えば、リーフ
間の空間に正確にフラワーを配置する。
【００４４】
　体積ホログラムの個別のイメージデザインを、暗い層のエンドレスデザイン、例えば、
複数のリーフを有する個別のフラワーにランダム又は正確に重ね合わせることができる。
【００４５】
　体積ホログラム層は、ＵＶ硬化フォトポリマーから形成されることが好ましい。
【００４６】
　これは、例えば、デュポン社ＯｍｎｉＤＥＸ７０６フォトポリマーである。更に、液体
物質として存在し、ポリマー化され、例えばＵＶ光の作用により硬化するフォトポリマー
を使用することができる。フォトポリマーを層として成形することができ、弱ＵＶ光の作
用又は熱処理により早期硬化させることができる。
【００４７】
　体積ホログラム層は、５μｍ～１００μｍ、好ましくは１５μｍ～２５μｍの厚さを有
することが好ましい。
【００４８】
　体積ホログラム層と部分不透明層との間に、シールワックス層を配置することが好まし
い。
【００４９】
　このシールワックス層は、面原盤の成形面構造をシール又はカバーする。
【００５０】
　更に、シールワックス層がＵＶ硬化ニスから形成される場合、シールワックス層の屈折
率は、体積ホログラム層の屈折率と最大で０．２異なることが有益である。
【００５１】
　シールワックス層を体積ホログラム層と一緒に硬化させることができる。その結果、特
に良好な中間層接着力が得られる。屈折率の小さな差により光学特性が向上する。
【００５２】
　更に、装飾プライがカラーニス層を備えることが好ましい。カラーニス層を透明、半透
明、又は、不透明にすることができる。
【００５３】
　最も簡単な場合、色により体積ホログラムにコントラストを付けるデザインを不透明層
の第２エリアとの組み合わせにより設けることができる。
【００５４】
　カラーニス層は、少なくとも１つの染料、顔料、効果顔料、薄膜システム、及び／又は
、コレステリック液晶システムを備えることが好適である。
【００５５】
　ＵＶ発光及び／又はＩＲ興奮性染料（ＵＶ＝紫外線、ＩＲ＝赤外線）及び／又は装飾プ
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ライの顔料を、代わりに、又は、更に、装飾プライに同様に使用することができる。これ
により、装飾プライにおいて光学可変効果を達成することができる。
【００５６】
　カラーニス層及び／又は不透明層を体積ホログラム層の基調色に対する補色に着色する
ことが好ましい。
【００５７】
　体積ホログラムは高透明度を有することが知られている。しかしながら、多くの場合、
この透明度は完全に透明且つ無彩色ではない。体積ホログラムは、例えば、わずかに赤色
又はピンク色の印象を有する。
【００５８】
　体積ホログラムを介して見える装飾プライがこのような色印象（赤、ピンク）を有する
ことを防止し、無色の白色効果を有することを望む場合は、装飾プライを同様の彩度で補
色により着色し、加法混色の結果として、装飾プライに無彩色印象を生成することが有益
である。例えば、赤色体積ホログラムの場合、これは別の層を対応の彩度でシアン又はタ
ーコイズに着色することにより達成する。赤及びシアンは、白色をもたらす互いに補う補
色である。
【００５９】
　不透明層の場合、同様に、暗色層をシアン又はターコイズで着色し、結果として、無彩
色黒又はグレーを得ることができる。
【００６０】
　しかしながら、上記した加法混色を用いて所望の色合いを生み出す。所望の色合いは、
体積ホログラムの色合いと、装飾プライ及び／又は不透明層の色合いとの混合により生み
出される。
【００６１】
　更に、装飾プライは、複製層である、又は、備えることが好適である。複製層は、特に
、熱可塑性又はＵＶ硬化ニスからなり、表面レリーフを備える。
【００６２】
　体積ホログラムを補い、偽造防止効果を向上させる光可変効果又はホログラフィック効
果を、装飾プライで達成することができる。
【００６３】
　表面レリーフは、回折格子、ホログラム、ブレーズド格子、線形格子、交差格子、六角
格子、非対称又は対称格子構造、逆反射構造、マイクロレンズ、マイクロプリズム、０次
回折構造、モスアイ構造、又は、異方性又は等方性格子構造から成る群、又は、これらの
レリーフ構造の２以上の重ね合わせ又は組み合わせから選択される１以上のレリーフ構造
を備えることが好ましい。
【００６４】
　複製層は、１μｍ～５μｍ、好ましくは１μｍ～３μｍの厚さを有することが好適であ
る。
【００６５】
　更に、装飾プライが反射層を備えることが好ましい。
【００６６】
　このような反射層を別体にすることができ、このような反射層は、不透明層の第２エリ
アと組み合わせて、体積ホログラムにコントラストを付けるデザインを提供することがで
きる。しかしながら、複製層の構造は特に視認可能であることから、複製層と反射層との
組み合わせは特に有益である。反射層は、特に、蒸着により複製層の表面レリーフに直接
塗布される。
【００６７】
　反射層は金属層として形成されることが有益である。金属層は、Ａｌ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａ
ｕ、又は、これら金属の合金からなることが好ましい。
【００６８】
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　これらの金属を互いに組み合わせることができ、更に複雑な光学印象を実現する。
【００６９】
　また、反射層をＨＲＩ（Ｈｉｇｈ　Ｒｅｆｒａｃｔｉｖｅ　Ｉｎｄｅｘ＝高屈折率）層
として形成することができる。ＨＲＩ層は、特に、ＺｎＳ、ＴｉＯ２、又は、ＺｒＯ２か
らなる。
【００７０】
　反射層は、５ｎｍ～１００ｎｍ、好ましくは１０ｎｍ～５０ｎｍの厚さを有することが
好適である。
【００７１】
　更に、多層体は接着層を有することが好ましい。接着層は、不透明層と反対側の装飾プ
ライの面に配置されている。
【００７２】
　接着層をホットメルト接着剤、低温接着剤、光学又は熱活性接着剤等とすることができ
る。接着剤により、多層体を対象物、例えば、セキュリティドキュメントに固定すること
ができる。
【００７３】
　接着層は、０．５μｍ～１５μｍ、好ましくは１μｍ～８μｍの厚さを有することが好
適である。
【００７４】
　多層体は、体積ホログラム層が塗布される基板を備えることが好ましい。
【００７５】
　基板は、例えば、体積ホログラム層の材料の液体塗布を容易にし、更に、処理中の塗布
を安定化させる。基板は多層形成であることが好ましい。
【００７６】
　基板はキャリアプライを備えることが好ましい。キャリアプライは、特に、ＰＥＴ（ポ
リエチレンテレフタレート）、ＰＥＮ（ポリエチレンナフタレート）、又は、ＢＯＰＰ（
２軸ポリプロピレン）からなり、基板の装飾層と反対の面に配置されている。
【００７７】
　対象物、例えば、セキュリティドキュメントに多層体を塗布する前に、このようなキャ
リアプライは剥離されることが好ましい。キャリアプライは、最終塗布の前に、特に、製
造中及び搬送中に多層体を保護し、安定化させる。
【００７８】
　キャリアプライは、６μｍ～５０μｍ、好ましくは１２μｍ～５０μｍの厚さを有する
ことが好適である。
【００７９】
　更に、基板が保護層を備えることが好ましい。保護層は、特に、ＵＶ硬化ニス、ＰＶＣ
、ポリエステル、又は、アクリレートからなり、キャリアプライと体積ホログラム層との
間に配置されている。
【００８０】
　キャリアプライと対照的に、多層体が対象物に塗布されると、このような保護層は、多
層体に残り、多層体の外表面を形成する。保護層は、多層体の繊細な別の層を環境の影響
、よごれ、傷等から保護する。
【００８１】
　保護層は、０．５μｍ～１０μｍ、好ましくは２μｍ～５μｍの厚さを有することが好
適である。
【００８２】
　更なる実施例では、基板は剥離層を備える。剥離層は、特に、強膜アクリレートからな
り、キャリアプライと保護層との間に配置される、又は、保護層の一部である。
【００８３】
　このような剥離層は、多層体を対象物へ塗布する際、簡易且つ損傷のない剥離を容易に
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する。
【００８４】
　剥離層は、１００ｎｍ～２μｍ、好ましくは５００ｎｍ～１μｍの厚さを有することが
好適である。
【００８５】
　基板は接着促進層を備えることが好ましい。接着促進層は、特に、ＵＶ架橋結合モノマ
ーの混合物からなり、体積ホログラム層と、保護層との間に配置される。
【００８６】
　これにより、これらの層の間の中間層接着は強化される。その結果、安定した層接着が
得られる。
【００８７】
　接着促進層は、０．１μｍ～３μｍ、好ましくは０．５μｍ～２μｍの厚さを有するこ
とが好ましい。
【００８８】
　部分不透明層及び／又は装飾プライがスプレー、成形、ドクターブレード、印刷、転写
、又は、積層により塗布されることが好ましい。
【００８９】
　更に、体積ホログラム層は、特に汚し加工を用いた印刷、例えば、グラビア印刷（Ｒｅ
ｖｅｒｓｅ　Ｇｒａｖｕｒｅ）又はロールトゥーロールスクリーン印刷により塗布される
ことが好ましい。
【００９０】
　更に、透過又は反射ホログラムを形成する特にホログラフィック印刷プロセス、及び／
又は、表面ホログラムを備えた原盤を用いて、体積ホログラムを体積ホログラム層に組み
込むことが有益である。
【００９１】
　別の実施例では、多層体は、体積ホログラム層及び部分不透明層を有する。不透明層は
、第１エリアに存在し、第２エリアに存在しない。装飾プライは、基板に既に存在、特に
、印刷及び／又は印を付けられている。
【００９２】
　例えば、多層体は、体積ホログラム層と部分不透明層とを有する。例えば、明色、中間
色、暗色を有する色モチーフが、部分的に基板に印刷される。隣接及び／又は重なり合う
色モチーフ、別の光可変エレメント、例えば、部分金属ＫＩＮＥＧＲＡＭ（登録商標）又
は色変化効果を有する薄膜エレメントは、基板に印を付けられる。色モチーフが多層体に
塗布され、光可変エレメントが重なり合う。部分不透明層は、光可変エレメント及び／又
は色モチーフを部分的に覆い、これらを不透明層の第２透明エリアでのみ視認可能とする
。色モチーフ及び光可変エレメントと組み合わされた部分不透明層は、体積ホログラムの
背景として機能する。体積ホログラムの部分的な輝度は、色モチーフの色の部分的な明度
、及び、光可変エレメントの光可変効果の明度に応じている。光可変エレメントは、部分
的に体積ホログラムと重なる。
【００９３】
　基板に存在するデザインを有する多層体との組み合わせにより、特徴的且つ偽造が難し
い光学効果をもたらすことができる。
【００９４】
　実施例を参照し、本発明を以下に詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】図１は多層体の実施例による概略断面図である。
【図２】図２は多層体の実施例のデザインの概略図である。
【図３】図３は多層体の別の実施例のデザインの概略図である。
【図４】図４は多層体の別の実施例のデザインの概略図である。
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【図５】図５は多層体の別の実施例のデザインの概略図である。
【図６】図６は多層体の別の実施例のデザインの概略図である。
【図７】図７は多層体の別の実施例のデザインの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００９６】
　セキュリティエレメントに使用される多層体１は、全体として、図１に断面図で示され
ており、基板１１を備える。保護ニス層１２は基板１１に塗布されている。基板１１は、
多層構造であり、キャリアプライ１１１及び剥離層１１２を備える。
【００９７】
　体積ホログラム層１４が配置された接着促進層１３は、保護ニス層１２上に構成されて
いる。この体積ホログラム層には、基板１１と反対側の面にシールワックス層１５が設け
られている。透明開口１６１を有する部分不透明ニス層１６は、シールワックス１５に塗
布されている。図１に示された実施例の装飾プライ１７は、透明ニス層１７１、複製ニス
層１７２、及び、反射層１７３を備え、基板と反対側の不透明ニス層１６の面に接触して
いる。
【００９８】
　最後に、別の接着層１８は、基板１１と反対側の装飾プライ１７の面に塗布されている
。接着層１８により、多層体１を対象物、例えば、セキュリティドキュメントに塗布する
ことができる。
【００９９】
　多層体のキャリアプライ１１１は、ＰＥＴからなるフィルムとして形成されることが好
ましく、６μｍ～５０μｍの厚さを有することが好ましい。フィルムは、レーザー照射に
対して透過的であり、体積ホログラムを体積ホログラム層１４にインプリントするために
使用される。
【０１００】
　剥離層１１２は、任意の層であり、例えば、ワックス成分からなる。対象物への塗布後
、キャリアプライ１１１が多層体１から除去される場合、剥離層１１２は使用される。こ
れは、例えば、多層体１がホットエンボスフィルムとして形成されている時である。積層
フィルムとして形成された多層体１の場合、キャリアプライが多層体に残り、その結果、
剥離層を省略することができる。
【０１０１】
　保護層１２は、キャリアプライ１１１に対する剥離効果を達成し、別体の剥離層を不要
にする。この場合、保護層は、例えば、ＵＶ硬化又は熱可塑性ニスからなる。適切な保護
ニスは、例えば、ＰＶＣ、ポリエステル、又は、アクリレートに基づき構成され、１μｍ
～１０μｍの厚さを有することが好ましい。キャリアプライ１１１の剥離後、保護層１２
は環境影響、傷等から多層体を保護する。
【０１０２】
　また、保護層を多層構造とすることができる。例えば、保護層は、アクリレートの３層
を有し、第１部分層は、高分子量熱可塑性アクリレートであり、第２部分層は、イソシア
ネート（ＮＣＯ）と架橋結合するアクリレートであり、第３層は、高分子熱可塑性アクリ
レートである。
【０１０３】
　接着促進層１３は、保護層１２と体積ホログラム層１４との間の接着性を向上させる。
接着促進層１３は、ＵＶ架橋結合モノマーの混合物から構成されることが好ましく、０．
１μｍ～３μｍ、好ましくは０．５μｍ～２μｍの厚さを有することが好しい。
【０１０４】
　体積ホログラム層１４はフォトポリマーから構成される。フォトポリマーは、例えば、
デュポン社のＯｍｎｉＤＥＸ７０６フォトポリマーである。更に、液体物質として存在し
、重合し、例えば、ＵＶ光の作用により硬化するフォトポリマーの使用が可能である。層
としてフォトポリマーを成型することができ、弱ＵＶ光作用又は熱処理により早期硬化さ
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せる。
【０１０５】
　体積ホログラム層の塗布を、印刷プロセス、好ましくは、汚しプロセスにより行うこと
が好ましい。フォトポリマーは、５μｍ～１００μｍ、更に好ましくは約２０μｍの厚さ
を有することが好ましい。
【０１０６】
　体積ホログラムの照明は、面原盤を用いて行われることが好ましい。更に、表面レリー
フが設けられた原盤の代わりに体積ホログラム原盤として、体積ホログラムを使用するこ
とができる。通常のホログラフィック印刷プロセスを用いて体積ホログラム層に体積ホロ
グラムを記録し、体積ホログラム層１４に透過又は反射ホログラムを形成することができ
る。
【０１０７】
　体積ホログラム層１４はＵＶ硬化であり、その結果、保護層１２は、ＵＶ硬化に設計さ
れ、特に良好な接着性を達成することが好ましい。保護層が熱可塑性の場合、保護層１２
と体積ホログラム１４との間に配置された接着促進層１３は特に有益である。
【０１０８】
　体積ホログラム層１４は、基板１１と反対側の面がシールワックス層１５により覆われ
ている。このシールワックス層は、体積ホログラム層のようなものであり、ＵＶ硬化し、
体積ホログラム層１４の面原盤の成形面構造をシールする。シールワックスは、体積ホロ
グラムと略同じ屈折率を有し、０．２未満で異なる。
【０１０９】
　不透明ニス層１６は顔料ニスからなり、顔料ニスはできるだけ不透明であり、熱可塑性
であることが好ましい。不透明ニス層は、グラビア印刷又はスクリーン印刷を用いて塗布
され、１μｍ～５μｍの厚さを有する。
【０１１０】
　不透明層は、ＣＩＥＬＡＢ色空間において０～５０、好ましくは０～２０の輝度Ｌ*を
有することが好ましい。
【０１１１】
　不透明層１６の輝度Ｌ*は、特に、分光光度計に基づくＣＩＥＬＡＢデータカラーＳＦ
６００測定システムを用いて決まる。ＣＩＥＬＡＢ式Ｌ*ａ*ｂ*に基づくボディーカラー
における色差の比色分析の判断において、値Ｌ*は明／暗軸を示し、値ａ*は赤／緑軸を示
し、値ｂ*は黄／青軸を示す。Ｌ*ａ*ｂ*色空間は、３次元座標システムとして表され、Ｌ
*軸は明るさを表し、０～１００の間の値を用いることができる。
【０１１２】
　輝度Ｌ*は、以下の条件に基づいて測定されることが好ましい。
測定ジオメトリ：ＤＩＮ５０３３及びＩＳＯ２４９６に基づく拡散／８°
測定開口径：　　９ｍｍ
スペクトル域：　ＤＩＮ６１７４に応じた３６０ｎｍ～７０ｎｍ
標準光源：　　　Ｄ６５
【０１１３】
　不透明層１６における開口１６１は、グラフィックエレメント、特に、モチーフ、イメ
ージ、シンボル、ロゴ、及び／又は、英数字を形成する。
【０１１４】
　グラフィックエレメントは、多層体１の全体のデザインに寄与し、偽造防止効果を向上
させる。層の相対的な配置及び形成に応じて、このエレメントを体積ホログラムと共に視
認可能とすることができ、又は、このエレメントはこれとは別の観察角度に依存する。
【０１１５】
　グラフィックエレメントは、エンドレスモチーフ及び／又は個別のイメージモチーフを
備えることが好ましい。
【０１１６】
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　グラフィックエレメントを体積ホログラム層のグラフィックエレメントに対して配置す
ることができる。
【０１１７】
　不透明層１６の開口１６１は、連続エンドレスパターン、個別のイメージ装飾、又は、
それらの組み合わせである。必ずしも必要でないが、開口を体積ホログラムのモチーフに
対して配置することができる。
【０１１８】
　同様に、体積ホログラムは、部分的に、連続エンドレスパターン、個別のイメージ装飾
、又は、それらの組み合わせを有することができる。
【０１１９】
　別の半透明カラーニス層１７１を不透明層１６に塗布することができ、光学効果を有す
る後の層を着色する。
【０１２０】
　更なる光可変偏光又は反射構造を達成するために、装飾プライ１７は、表面レリーフを
備える複製ニス層１７２を備える。これは、熱可塑性又はＵＶ硬化であり、１μｍ～５μ
ｍの厚さを有する。複製ニス層１７２の材料の透明度は高いことが好ましい。
【０１２１】
　表面レリーフは、回折格子、ホログラム、ブレーズド格子、線形格子、交差格子、六角
格子、非対称又は対称回折構造、逆反射構造、マイクロレンズ、マイクロプリズム、０次
回折構造、モスアイ構造、又は、等方性又は異方性マット構造からなる群、又は、これら
のレリーフ構造の２以上の重ね合わせから選択される１以上のレリーフ構造を備えること
が好ましい。
【０１２２】
　反射層１７３は、金属、好ましくは、Ａｌ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ、又は、これら金属の合
金からなることが好ましい。反射層１７３は、複製ニス層１７２の回折構造を視認可能に
し、複製ニス層１７２に直接蒸着する。また、特に、ＺｎＳ、ＴｉＯ２、又は、ＺｒＯ２

からなるＨＲＩ（高屈折率）層を用いることできる。また、金属顔料を備えるニス層を設
けることもできる。
【０１２３】
　反射層は、５ｎｍ～１００ｎｍ、好ましくは１０ｎｍ～５０ｎｍの厚さを有することが
好適である。
【０１２４】
　熱可塑性、ＵＶ硬化性、又は、熱硬化性として形成することができる単層又は多層接着
層１８が反射層１７に塗布される。接着層の異なる部分層は、異なる作用を満たし、例え
ば、隣接層又は多層体が塗布される対象物への接着を促進する。隣接層から及び／又は隣
接層への物質の拡散に対するバリア層として機能することもできる。
【０１２５】
　このような種類の多層体のデザイン例を図２～７における上面図に示す。
【０１２６】
　図２は、互いに一致せずランダムに重なった２つの連続エンドレス装飾を備える多層体
１を示す。この実施例では、フラワー２が体積ホログラムで実現している。体積ホログラ
ムは、アウトライン、２次元フラワー、又は、両方を示す。装飾におけるリーフ３は、不
透明層１６の開口１６１により実現している。ここで、開口は、アウトライン又は全レリ
ーフ表面エリアを示す。
【０１２７】
　図３に示すように、体積ホログラムにおける個別イメージ、ここでは、フラワー２を、
不透明層１６におけるエンドレス装飾、ここでは、リーフ３と組み合わせることができる
。個別イメージは基板に対して設計され、エンドレス装飾は、基板及び個別イメージに対
してずらして設計されている。
【０１２８】
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　図４に示すように、装飾を一致させて配置することができる。２つの装飾が一緒に全体
の装飾を形成するように、２つの装飾の相対位置は互いに一致している。すなわち、実際
には、それぞれの場合において、フラワー２はリーフ３間の空間に配置されている。ここ
では、装飾のフラワー２は体積ホログラム層１４により形成され、不透明層１６の開口１
６１はリーフ３を形成する。
【０１２９】
　不透明層１６のみ、又は、装飾プライ１７と組み合わせて、不透明層１６は更に複雑な
構造を形成することができる。図５に示す実施例では、不透明層１６は、いくつかの暗色
（点で示す）からなる装飾を有する。この装飾は、２つの他の装飾と互いに作用し、全体
の装飾を形成する。ここでは、開口１６１と組み合わされるリーフモチーフ３’は暗い層
に設けられる。開口１６１は、同様にリーフ３の形に形成されている。
【０１３０】
　更に、図６に示すように、多層体１の装飾を部分的に変えることができる。ここでは、
不透明層１６及び装飾プライ１７のデザインを多層体１の３つの部分エリア４、５、６で
変える。
【０１３１】
　装飾プライ１７及び不透明層１６を部分的に完全に省略し、体積ホログラムを部分的に
透明に設計することもできる。例えば、体積ホログラム１４は、この部分では、基板１１
の白紙又はプラスチックからなる明るい背景に配置されている。体積ホログラム１４は、
他の部分では不透明層１６又は装飾プライ１７により覆われている。これにより、特別な
光学効果を体積ホログラム１４によりもたらすことができる。体積ホログラム１４は、省
略部分では、隣接部分よりも低い輝度を有する。体積ホログラム１４は、不透明層１６と
装飾プライ１７とにより高い輝度を有する。特に、両部分で重なる体積ホログラム１４の
デザインエレメントにより、これらのデザインエレエントの輝度は異なる背景により部分
的に変化する。例えば、体積ホログラム１４の連続ラインは、ある部分では低輝度を有し
、隣接部分では高輝度を有し、両ライン部分は、互いに正確に配置される。
【０１３２】
　不透明層が存在しない不透明層１６の第２エリア１６１において、部分的に、装飾プラ
イ１７を省略し、これらのエリアにおいて、基板１１を視認可能とすることができる。す
なわち、基板１１は、体積ホログラム１４の背景を形成する。例えば、基板１１が明るい
、特に、白、紙、又は、プラスチックの場合、体積ホログラム１４の輝度は下がる又は減
少する。
【０１３３】
　しかしながら、基板１１は、カラー層又は他の装飾層を有し、これらの層は、少なくと
も部分的に不透明層１６の第２エリア１６１及び透明な体積ホログラム１４を介して視認
可能となり、同様に、体積ホログラム１４の背景を形成する。不透明層１６の第２エリア
１６１を介して光る基板１１により、特徴的且つ偽造が難しい光学効果をもたらすことが
できる。
【０１３４】
　図７は別の実施例を示す。説明を簡略化するために、図７は、不透明層１６の装飾のみ
を示し、同様に存在する体積ホログラム層１４の装飾及び不透明層１６の開口１６１は示
していない。
【０１３５】
　不透明層１６の装飾（連続線で示す）は、多層体１が塗布される対象物への別の装飾（
点で示す別の装飾）と相互に作用する、又は、組み合わされる。横線は、多層体１により
形成されたフィルムのストリップの外縁を示す。
【０１３６】
　例えば、不透明層１６は、透過的にフィルムのストリップの端に向かって終了し、フィ
ルムのストリップの下及び／又は隣に位置する印刷モチーフを徐々に露出させる。
【０１３７】
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　この例では、不透明層１６はリーフ３のモチーフを有し、このモチーフは多層体１の端
に向かって透明度が増す。同様に、多層体１が塗布さえる対象物は、リーフモチーフを有
し、２つのリーフモチーフは全体を示す。
【符号の説明】
【０１３８】
１　　　　　多層体
１１　　　　基板
１１１　　　キャリアプライ
１１２　　　剥離層
１２　　　　保護層
１３　　　　接着促進層
１４　　　　体積ホログラム層
１５　　　　シールワックス層
１６　　　　不透明層
１６１　　　開口
１７　　　　装飾プライ
１７１　　　カラーニス層
１７２　　　複製ニス層
１７３　　　反射層
１８　　　　接着層
２　　　　　フラワー
３　　　　　リーフ
４、５、６　エリア

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】
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